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平
成
19
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)

の
納
税
通
知
書
を
、

６
月
28
日
に
お
送
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
６
月
に
40
歳
に
な
る
か

た(

昭
和
42
年
６
月
２
日
〜
７
月
１
日
生
ま
れ)

が
い
る
世
帯
に
は
、

７
月
中
旬
ご
ろ
お
送
り
し
ま
す
。

国
保
税
は
、
み
な
さ
ん
の
医
療
費
を
支
払
う
た
め
の
重
要
な
財

源
で
す
。
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
通
知
書
を

６
月
28
日
(木)
に
発
送
し
ま
す

災
害
、
病
気
、
失
業
な
ど
で
国
保
税

の
支
払
い
が
困
難
な
か
た
に
は
、
徴
収

猶
予
や
分
割
納
付
、

減
免
な
ど
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。
お

早
め
に
国
保
年
金

課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

納
付
に
困
っ
た
ら

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

国保税は、「所得割額」「均等割額」「平等割額」の３つを
合算して決めます。「医療分」と「介護分」で税額(率)が異
なるので、それぞれ下の計算式に当てはめて年税額を計算
します。所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以
下の場合は、均等割額と平等割額の一部が減額されます。

所得割
(前年の所得に応じて)

均等割
(１人あたり)

国保税
(年額)

＋

＋

＝
平成18年１月～12月 の
総所得額(※)ー33万円

加入(対象)者の人数　×

定額平等割
(１世帯あたり)

医療分11.73％
介護分 2.88％〔

医療分29,580円
介護分 8,950円〔

医療分36,140円
介護分 8,570円〔

40歳～64歳のかた 医療分と介護分の合計
上記以外の年齢のかた 医療分のみ

国保税の計算方法

今
回
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書
に
、
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
健
康
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
を
同
封
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

平
成
20
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
特
定
健
康

診
査
」(

特
定
健
診)

の
基
礎
デ
ー
タ
と
す

る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

七
月
末
日
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
る

よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
の
医
療
費
は
、
１
人
当
た
り
の
額
も
、

そ
の
伸
び
率
も
、
全
国
平
均
を
上
回
っ
て

い
ま
す(

右
下
グ
ラ
フ)

。

現
在
実
施
し
て
い
る
「
基
本
健
康
診
査
」

は
、
病
気
そ
の
も
の
の
早
期
発
見
・
早
期

治
療
が
目
的
で
す
。
こ
れ
に
替
わ
っ
て
来

年
か
ら
行
う
「
特
定
健
康
診
査
」
は
、
病

気
に
な
り
そ
う
な
生
活
習
慣
の
か
た
を
見

つ
け
、
そ
の
改
善
の
た
め
の
保
健
指
導

(
特
定
保
健
指
導)

を
行
い
ま
す
。
特
に
、

脳
卒
中
や
糖
尿
病
な
ど
の
原
因
に
な
り
や

す
い
内
臓
脂
肪
症
候
群(

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム)

対
策
を
重
視
し
、
そ
の

該
当
者
や
予
備
群
を
減
ら
す
こ
と
で
、
医

療
費
の
削
減
を
め
ざ
し
ま
す
。

課
税
内
容
に
つ
い
て
は
…
国
保
年
金

課
賦
課
担
当tel(

８
６
６)

２
０
９
９

納
付
に
つ
い
て
は
…
国
保
年
金
課
収

納
担
当tel(

８
６
６)

２
１
８
９

特
定
健
診
で
は
メ
タ
ボ
対
策
で

医
療
費
削
減
を
め
ざ
し
ま
す

納
税
通
知
書
に
同
封
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

※１人で複数の所得がある場合は、合計してから基礎控除額

(33万円)を引き、医療分、介護分の税率をかけて計算します。

※昭和15年１月１日以前に生まれたかたで、平成16年と18年の

それぞれに公的年金の収入があったかたは、平成18年の公的

年金による所得の範囲内で最大７万円を控除します。

問い合わせ

×

秋
田
市
の
医
療
費
は

全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す

※19年度は医療分の課税限度額を53万円から56万円に改定。

▼

▼



09 広報あきた　６月15日号

対
象
秋田市に住民票があるかたで、勤務していない、
もしくは勤務先で健康診査を受ける機会のないかた

市保健所保健予防課tel(883)1176～1178

●基本健診を受けるかたは、朝食をとらないでお越し
ください　

●妊娠の可能性があるかたは、胸部検診、乳がん検診
を受けないでください　

●当日は金具、ホック、ラメプリントのない服装で

問い合わせ

河辺地域で下記の集団健診を行います。健康保険
証を持って直接会場へどうぞ。なお、この健診は河
辺地域以外のかたも受けられます。

65歳以上 胸部検診が無料
70歳以上 基本健診・胸部検診が無料
75歳以上 前立腺がん検診以外が無料

生活保護受給世帯のかたは「医療のしおり」をお持ち
ください…すべての健(検)診が無料

市民税が非課税世帯のかたは平成19年度の「市・県民
税(所得・課税)証明書」をお持ちください…すべての健
(検)診が無料(証明書をお求めの際、「健診のため」と窓
口で伝えると発行手数料はかかりません)

秋田市国民健康保険の被保険者は「国民健康保険被保
険者証」をお持ちください…基本健康診査・前立腺が
ん検診・大腸がん検診・子宮がん検診が無料

受付時間 午前８時～10時
(子宮がん検診と乳がん検診は正午～午後１時)

受
診
の
注
意
点

日
程
と
会
場

集団健康診査

※基本健診の採尿容器、大腸がん検診の採便容器は、６月15日
(金)から、河辺市民センター、岩見三内連絡所で配布します。

各地区を巡回する検診車で受ける「巡回検診」
と、医療機関で受ける「個別健診」の予定です。
河辺の集団健診は下記をご覧ください。雄和の

集団健診は６月６日～15日に実施しました。
健(検)診を受けて、生活習慣病予防のための健

康管理にお役立てください。地区ごとの日程など、
詳しくは、随時広報あきたでお知らせします。

市保健所保健予防課tel(883)1176

受診する予定をたててね！
今年度の各種検診の日程

●実施期間を11月まで延長
●40歳～64歳のかたも、７月から受診できます
●一部の健(検)診料金を値上げ
●子宮がん検診の対象年齢を拡大

今年度の健診はここが変わります

■
巡
回
検
診
・
個
別
健
診
の
日
程

(詳しくは後日、広報あきたでお知らせします)

７月２日から始まる基本健診、前立腺がん検診、
大腸がん検診を受診できる医療機関は、次号の広
報あきた(７月６日号)に掲載します。７月６日以
前に受診したいかたは、保健予防課へご連絡を。

河辺地域以外のかたもどうぞ

※65歳以上のかたは基本健診のとき、生活機能の状況を把握
するための「基本チェックリスト」を出してください。河
辺市民センター、岩見三内連絡所にある用紙に書いて、健
診会場にお持ちください。健診会場で書くこともできます。

▼
▼

▼
▼受

診
が
無
料
に
な
る
か
た


